
 

大阪府食育推進ネットワーク会議設置要綱（改正案） 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、食育基本法（平成 17年法律第 63号）の本旨に基づき、行政、地域 

団体、健康福祉・農林水産及び教育分野等の各関係機関・団体が協働して大阪府の食育

推進に取り組むために、健康おおさか２１推進府民会議のもとに大阪府食育推進ネット

ワーク会議（以下「ネットワーク会議」という。）を設置し、ネットワーク会議に関し

必要な事項を定めるものとする。 

 

（所掌事務） 

第２条 ネットワーク会議は次に掲げる事務を所掌する。 

(1) 第２次大阪府食育推進計画の推進に関すること  

(2) その他、食育の推進のために必要な事項に関すること 

 

（組織） 

第３条 ネットワーク会議は、別表に掲げる団体の代表者等をもって組織する。 

 

（会長等） 

第４条 ネットワーク会議に会長を置き、構成員の互選によりこれを選出する。 

2  ネットワーク会議に副会長を置き、会長がこれを指名する。 

3  会長は、会務を総理し、ネットワーク会議を代表する。 

4  会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。 

 

（会議）  

第５条 ネットワーク会議は、会長が招集する。 

2  ネットワーク会議の議事は、出席した構成員の過半数で決し、可否同数のときは、会

長の決するところによる。 

 

（庶務） 

第６条 ネットワーク会議の庶務は、大阪府健康医療部保健医療室健康づくり課が行う。 

 

（細則） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、ネットワーク会議の運営に関し必要な事項は、会

長が定める。 

 

附則 

この要綱は、平成１８年４月１日から実施する。 

この要綱は、平成１９年４月２５日から実施する。 

この要綱は、平成２０年４月１日から実施する。 

この要綱は、平成２１年４月１日から実施する。 

この要綱は、平成２４年４月１日から実施する。 

この要綱は、平成２７年４月２４日から実施する。 

資 料 １ 



別表 

大阪府食育推進ネットワーク会議団体名簿 （50音順） 

 

１ 一般社団法人大阪外食産業協会 

２ 社団法人大阪司厨士協会 

２ 公益社団法人大阪食品衛生協会 

３ 近畿百貨店協会 

４ 一般社団法人大阪府医師会 

５ 大阪府飲食旅館生活衛生組合連合会 

６ 公益社団法人大阪府栄養士会 

７ 公益財団法人大阪府学校給食会 

８ 大阪府学校保健会 

９ 大阪府漁業協同組合連合会 

１０ 一般社団法人大阪府歯科医師会 

１１ 大阪府市長会 

１２ 大阪府小学校長会 

１３ 大阪府食生活改善連絡協議会 

１４ 一般社団法人大阪府食品産業協会 

１４ 一般社団法人大阪府私立幼稚園連盟 

１５ 大阪府生活協同組合連合会 

１６ 一般社団法人大阪府畜産会 

１７ 大阪府町村長会 

１８ 一般社団法人大阪府調理師会 

１９ 大阪府農業会議 

２０ 大阪府農業協同組合中央会 

２１ 大阪府「農の匠」の会 

２２ 大阪府ＰＴＡ協議会 

２３ 大阪府保育士会 

２４ 公益財団法人大阪府保健医療財団大阪がん循環器病予防センター 

２５ 大阪府保健所長会 

２６ 大阪ヘルシー外食推進協議会 

２７ ＮＰＯ法人関西消費者連合会 

２８ 管理栄養士養成施設 

２９ 近畿農政局 大阪地域センター 

３０ 健康おおさか 21・食育推進企業団 

３１ 日本チェーンストア協会関西支部 

３２ 公益財団法人フィットネス２１事業団 

 


